
 
 

猪名川部会中間とりまとめに対する河川管理者からの質問 020529 
 

「中間とりまとめ」に対する質問について 
 
 昨年２月１日の流域委員会の設立以来、委員会・各部会とも長期
間にわたり、非常に熱心なご議論を賜りまして、大変有り難うござ
いました。 
 我々河川管理者としては、委員会・各部会から河川整備計画策定
にあたっての視点、考え方、方向性が示されたものとして、この「中
間とりまとめ」を尊重して、河川整備計画の原案の作成を進めてま
いりたいと考えております。そのため、今回、河川整備計画原案を
策定するにあたり、下記観点から質問をさせて頂きたいと思います
ので、宜しくお願い致します。 
 
・淀川水系流域域委員会では、これまで河川整備計画策定に向けて
「現状認識の共有化」、「課題の共有化」、「対策の合意」の流れに沿
うこととして参りました。従いまして、今回提示されました「中間
とりまとめ」につきましても、まず「現状認識の共有化」が重要と
考えており、現状についての記述については、細かな点についても、
認識が異なる場合は質問させて頂きます。 
 
・提示されました内容を踏まえて、河川管理者が具体の施策等を考
えることが基本でありますが、提示された基本的な方向性を実現す
るため、現時点においてはどのようにすればよいのかよくわからな
いことについては、具体的な例示、施策のイメージ等についても、
質問させて頂きます。 
 
 今回の質問は、委員会と河川管理者において認識を共有するため
の極めて大切なプロセスであり、ここで、曖昧さを残したままで進
めることは、後々大きな支障になるのでは、と考えています。その
ため、さらに議論を深める意味を込めまして、場合によっては、失
礼な質問やくどい確認をあえて行うこともあろうかと存じます。ご
理解とご容赦をお願い致します。 
 
 最終答申までには更にご苦労をかけることと存じてはおりますが、
今後とも宜しくお願いいたします。 

淀川水系流域委員会 
第 12 回猪名川部会（H14.7.11） 

資料 ２－３ 
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猪名川部会中間とりまとめ 

（確定版 020510 に対する河川管理者質問併記） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

要旨 

 

 １．猪名川とは 
  （１）猪名川の特性 

  （２）猪名川の課題、問題点 

  
２．理念・目標 

  （１） 基本認識 

  （２） 目標と将来像 

 

 ３．整備の方向性 
 ３－１ 総合的対応 

 ３－２ 災害への対応と防災意識の向上 

 ３－３ 自然環境の保全・復元とそれに連携した河川敷利用 

 ３－４ 水利用のあり方の転換と生活様式の改変 

 ３－５ 推進の枠組みの変更  

質問は以下のような形で併記しております。 

    質問箇所：本文中に下線を引いた箇所 

    質問内容：質問内容を    内に記述。左肩が質問 No 
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＜要旨＞ 
 (1)猪名川水系は、典型的な都市河川である。知明湖とよばれる一庫ダムの上流にも、大き 
((1) 水 い け あ ば 。｢水系、流域｣の考え方について使い分けがあれば教えて下さい。    ((32),(34) 通共通    

い住宅団地が開発されていること。流域の都市化・人口集積の結果として、その川岸は住民

に憩いとやすらぎをあたえる自然環境を提供する貴重な場となり、また河川敷の運動公園な

どが流域住民に活用されていて、流域にとってきわめて重要な役割をはたしている。さらに

下流の尼崎市では、猪名川と藻川、およびその支流が都市緑化に大きく貢献している。河道

改修によって生まれた自然公園、近松公園なども、猪名川の恩恵をうけている。 
(2)猪名川には新幹線、JR東海道線、阪急電鉄・阪神電気鉄道などの交通機関の橋が架 
(((2)(2) 川 は 阪 」猪名川には「阪急電鉄」が、神崎川には「新幹線 R,JR 道東海道線,, 神 気 道阪神電気鉄道」が横

断 す断しています。    

かり、(3)名神高速道路、阪神高速３号線、中国自動車道、国道２号線、４３号線、１７２号

線、１７６号線、１７８号線などもこの川を横切っている。川に接して(4)伊丹・豊中にまた

がる大阪国際空港もあり、交通の要衝に位置していることも無視できない。 
(((3)(3)    

・ 高 路・ 高 路・猪名川には｢名神高速道路・猪名川には｢名神高速道路,,中 動中 動中国自動車道中国自動車道,, １ 号１ 号国道１７６号線国道１７６号線,, び 高び 高１７１号線及び阪神高速１７１号線及び阪神高速    

｣ に 「 神 線１１号線｣が、神崎川には「阪神高速３号線,国道２号線, 」 河４３号線」が河川を横断し

。ています。    

国 １ は 阪 内 、国 １ 通 し お 、猪 川・国道１７２号線は大阪市内を、国道１７８号線は京都北部を通過しており、猪名川及

を 断を 断び神崎川を横断していませんび神崎川を横断していません。。    

 
((4) 国 空 は び 田 に た 。大阪国際空港は伊丹市・豊中市及び池田市にまたがっています。    

 
天平時代に行基によって開拓された伊丹台地の溜め池やかんがい施設が良く知られ、長谷(能

勢町)の美しい棚田地帯が古くから見られる。この地には渡来系住民の船大工集団の猪名部氏

をはじめ、織物、酒造、鍛治などにも渡来人の伝承が残されている。そのような文化伝統をふ

まえて、池田・伊丹の酒造が灘のルーツになり、舟運を利用して江戸時代には豊かな文化を開

花させてきた。 
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このような猪名川流域について、以下を提言する。 
① 住民の生命財産を守るための治水がまず重要である。幸いなことに、近年は年々訪れる台風

の被害も大規模な壊滅的出水災害にはならずに推移してきた。それでも、昭和２８年９月、

３５年８月、４２年７月、４３年８月、(5)同年９月、５８年９月、平成元年９月にはそれぞ 
(((5)(5) 334343 年年年年 99 月 被 て な な 、月 被 て な な 、月は大きな被害は出ていないと認識しています。なお、月は大きな被害は出ていないと認識しています。なお、4747 年年 7777 月及び月及び 9999 月月月に月に

は 認 れ い すは被害が確認されています。    

れ被害がでている。猪名川には中流部には銀橋狭窄部とよばれる地点があり、そこでは度々

浸水被害が見られる。また、下流部では台風などの雨量と高潮によって広い範囲の浸水被害

が予想される。この洪水の危険性を広く(6)住民が周知し認識して、対応策を講じておく必要 
(((6)(6) の 施 て 解 川 理 行 て を す周知の実施者についての解釈は、河川管理者が行っていることを住民側も周知する

い し 良 で ょということと理解して良いでしょうか。    

がある。自然の制御不能の側面を知り、被害を最小にする努力を続けながらも、従来の方向

を転換してゆく。 
 

② 住民の飲み水、生業、暮らしを支える利水について、(7)水は有限であることを認識し、渇水 
    (7) 源 と 合 界 の 考 よ し水資源を有限とした場合は、限界点をどのように考えたらよいのでしょうか？ま

、 は 界 か した、現時点の状況は限界点からしてどの位の状況な し うのでしょうか。    

時のリスクマネジメントを検討するとともに、(8)社会全体で渇水を経験することも想定する

必要である。 

 

((8)（    (59) てにて記載    ）    

③ さらに人類社会の存続に不可欠な環境保全の必要性を、地域住民が十分に認識して、猪名川

の環境保全に真摯に取り組む。本来長い歴史のなかで猪名川の特性は、いわば人の手の入っ

た“中自然”であり“里川”的性格が強い。しかも流域には氾濫原に住宅が密集して、かつ

ての水田が減少している。この歴史的文化的な特性を前提にして、(9)特産品を活用し、地域

社会が河川を賢明に利用する。 
)(9) 産 と ど よ ょ か特産品を活用するとはどのようなイメージなのでしょうか。    

 
④ 流域の行政体が府県市町に分断されているので、流域全体の総合的計画的運用が可能な   

(10)組織体（流域センターなど）をつくることが望ましい。 
((10) と｢委員会中間とりまとめ66- 12(1) 域｣の流域(管理)) と え 。委員会と考えてよろしいでしょうか。    

 
⑤ 流域住民に猪名川の存在価値を周知させて、より川の自然に親しみ、また川の脅威も認知し

てもらう。
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猪名川の特徴とはいったいなにか？

「 自 」「中自然」である
の が った自の が った・人の手が入った自然・人の手が入った自然

的 （的 （・「里川」的である（都市近傍の緑・「里川」的である（都市近傍の緑がががが
じ れじ れかろうじて残されている）かろうじて残されている）

の元々 河川の領域であった
に都 さ地域に都市が形成された

濫・氾濫原の 田 減の水田が減少
・ 水 危洪水の危険

流 の流域行政体の不連続
・・河川が 政 と行政境となっていない
・・全体での総合的、計画的な河川敷
利 が利用が 題課題

域流域に 住多くの人が居住
戦・下流部の都市化（戦前、万博以降）

園 が い・運動公園率が高い
の 発・上流部の開発（大団地）

流 る 問・中流狭窄部による上下流問題

猪猪名川

の 形特有の地形
・・下流 流は沖積平野、上流は
山 ・山地・丘陵地で、上下流の
距 が い距離が短い
・・伊丹台地

史史歴史・文化・歴史・文化・

土 特風土的特性市 関都市化に関連
する特性

▼
▼

歴 と を す長い歴史と文化を有する
・万葉時代からの 史歴史

基 によ・田能遺跡、行基等による昆陽
の 備池の整備、船大工猪名部氏等

・東西の交通の要衝
・水争いと水利秩序

のの特産品の存在特産品の存在
・地下水→ 田伊丹・池田の酒
・伊丹台地→ ぢくいちぢく
・ 菊 ）、植池田炭（菊炭）、植木

銀 せ・豊能郡の栗「銀寄せ」
・尼崎特産野菜

１．猪名川とは 
（１） 猪名川の特性 

・ 猪名川流域には古くから人々が住み、人と川との長い歴史がある。 
・ その歴史の中で、川と人とがかかわって文化や産業を育み、猪名川の自然と人間とが

一体となった自然・文化環境を築き上げてきた。 
・ 近年は、下流域で工業地帯としての進展が見られ、上流、下流とも都市化が進んでお

り、典型的な都市河川である。特に、上流部では大阪のベッドタウンとして大規模 
な団地の造成が行われている。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11(11)(11)｢ 窄 ｣ 囲 示｢中流狭窄部｣とはどの範囲を示すのか教えて下さい。    

 
2(12)｢ 政 の 連 ｣ は の 。｢流域行政体の不連続｣とはどのようなことでしょうか。    

 
 
 
 

(12)                    

(11)           
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（２）猪名川の課題、問題点 

 
 猪名川における「治水」「利水」「利用」「環境」「社会」面での問題点や課題を、「淀川水系共通」

と「猪名川流域独自」に分けて下表に記す。 
 淀川水系共通の問題点、課題 猪名川流域独自の問題点、課題 

治水面 ・ 目標とする洪水流量に対して、無害とする

ことを目指し、脆弱な高い堤防をつくって

きたことが、破堤時の危険性をより大きく

し、川と街との連続性を遮断した。 
 
・ 洪水時に水をスムースに流すための河道形

状に整備したことが、非連続な断面や変化

の少ない水環境をつくり、(13)生態系にダメ

ージを与えた。 
1(13) 生 系｢生態系にダメージを た ど与えた｣とは、ど

のよ のか えのよ のか えのような状態を指しているのかお教え下のような状態を指しているのかお教え下

ささい。    

 
・土木工事では完全な治水対策は出来ない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 狭窄部における上下流問題 
 
・ (14)下流部に堤防未整備の危険区間がある 

11(14)(14)｢ とは か教｢ とは か教｢下流部｣とはどの範囲を示すのか教｢下流部｣とはどの範囲を示すのか教

てえて下さい。    (15),(48)共通    

 
・ 都市化が進展しており、(15)下流部では堤防

直近に住宅、事業所等が立地している。ま

た、想定氾濫区域内に多くの住宅等が立地

している。 
1(15)（        14),(4(14),(48)共通    ）    

 
・ 河道拡幅、スーパー堤防等の用地の確保な

どが困難である。 
 
・ (16)昭和 28 年以来、大雨が無いことによる
危機意識の低下 
1(16) 部 橋 流 は狭窄部（銀橋）上流の多田地区は

99S28.9S28.9，， 55S35.8S35.8，，，， 77S42.7S42.7，， 77S47.7S47.7，，S 9S 9S58.9S58.9 にににに

よ ま 地氾濫により浸水しています。川西池田地

防区の無堤防部は 8S28.9， 3 8S35.8， .S42.7，，

7S47.7 に 濫 ま 。に氾濫により浸水しています。    
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利水面 ・ 水を使いたいだけ使う生活様式への対応

や、渇水による被害を出来るだけおこさな

いことを前提に、ダムなどの水資源開発が

進められた。 
 
・ 地球環境問題の影響、近年の少雨傾向など

による水の供給能力の不安定化の懸念 
 
 
 
 
 
 
 

・ 猪名川流域の大半の住民は渇水被害の経

験が少なく、市民の危機意識が希薄になり

がち。 
・ (17)下流では淀川の水を用いており、猪名川

の水に依存しない流域住民が存在。 
1(17) か は で を猪名川の流況からは、下流域まで水を

る が た供給する能力が無いのが実情です。した

、 定 にがって、水源として安定している淀川に

依 な し水源を依存して安定的な水供給を実施し

こ や すこ や すていること自体も課題や問題点と認識すていること自体も課題や問題点と認識す

要 ある必要があるのでしょうか。     

利用面 ・ 高水敷での過剰なグランド等の整備や水上

バイク等による無秩序な水面利用に 
より、(18)川本来の機能にダメージを与えて

いる。 
1(18) 川 来 て「川本来の機能」というものに対して

の 識 う ？の 識 う ？共通の認識が必要ではないでしょうか？共通の認識が必要ではないでしょうか？    

来 い よ「川本来の機能」について例えばどのよ

機 がうな機能があるか教えて下さい。    

 
 

・ (19)都市河川である猪名川の高水敷は、運動

公園としての利用の要望が強く、地域によ

っては、多くのグランドが整備されてい

る。 
1(19) す 来問題点とすれば、｢河川の本来の姿で

な ウ ド 数 くな ウ ド 数 くはない多くのグラウンドが数多くある。｣はない多くのグラウンドが数多くある。｣

い し 良 で ょということと認識して良いでしょうか。    

 
・ (20)釣り、散策などの都市部に残された貴重

な自然体験空間である。 
22(20)(20)釣り釣り 散 な の 験 間散 な の 験 間、散策などの貴重な自然体験空間、散策などの貴重な自然体験空間

こ る 、であることは事実であると考えますが、

い た し うどういった意味で課題なのでしょうか。    

 
22(21)(21) 不 」 の 題不 の 題「不法投棄および不法占拠」等の問題「不法投棄および不法占拠」等の問題

る 考 かもあると考えて良いでしょうか。    
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環境面 ・ (22)河川本来の環境～育む力～（形状、水 
2(22)｢ 境｣ の認｢河川本来の環境｣に対して共通の認

要 ょ識が必要ではないでしょうか。河川本来

に どの環境について例えばどのような環境で

か えあるか教えて下さい。    

質、水量、土砂量、動植物の生息域、連

続性など）が、治水や利水のための整備

や人の利用によって大きく損なわれてい

る。 
 
 

・ 河川敷内の植物は帰化種が優先しており、

その他の生物についても(23)在来種が減り

つつある。 
22(23)(23) あ 在 種 、 び とあ 在 種 、 び と減りつつある「在来種」、及び河川と減りつつある「在来種」、及び河川と

で が おの関係でご存じのことがありましたらお

下 い下 い教え下さい。教え下さい。    

 
・ (24)猪名川の水質は昭和 50 年頃から急速に
改善されたが、他の河川と比較して BOD
等の水質指標は悪い 
22(24)(24) 直 点 な 一直 点 な 一下水処理場の直下（利倉地点）など一下水処理場の直下（利倉地点）など一

い る ま部に悪い値を示しているところがありま

全 い うすが、全川的に悪いということでしょう

か。か。    

 
 

社会面 ・ 川の自然とふれあう機会の低下 
 
・ 川、水に対する人々の意識の低下 
 
・ 行政の財政難 
 
・ 生活様式の変容 
 
 

・ 右岸、左岸で府県が異なり、行政間の連携

が弱い 
 
・ 新旧住民が混在しており、住民間の連携が

弱い 
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２．理念、目標 

（１）基本認識 

    ■川とのつきあい方の転換 
＜治水、利水、環境すべては人を守ることである＞ 
・ 治水は人を守り、利水は人の生活を守り、環境は人の生存基盤を守る。すべては人を

守ることであり、これらは個別に考慮すべきものではなく総体として捉えるべきもの

である。治水、利水を行うことも、河川の環境を整備することもすべては「人を守る」

ことに通じており、これらはすべて人に返ってくるものである。 
 
＜自然を制御できないという発想へ回帰すべきである＞ 
・ 沖積平野に住む我々は、洪水を完全に抑えきることはできない。未曾有の降雨などに

対してすべて完全に対応できないことを認識し、洪水、高潮、渇水、地震などの自然

現象を完全に予知し、制御することは不可能であることを出発点にして方策を講じる

べきである。科学技術により自然を完全に制御できるという近代の安全神話と決別す

べきである。 
 
＜川は自然の場、生命を育む場であることを再認識すべきである＞ 
・ 従来は、洪水をできるだけ早く大量に海に流すことに主眼が置かれ、そのために流 
路の直線化などの河川構造がとられてきた。また猪名川周辺の急激な都市化、開発の

進展は、残された都市の空間として、河川への要請を強め、河川空間を公園、運動場

など、都市施設の用地としての活用が進められてきた。しかし、川は本来生命を育む

自然環境であった。川が動植物の育つ自然の場であることが忘れられてきた。そのた

めに、生物多様性が低下し、気温が高まり、水質が悪化し、都市アメニティを低下さ

せ、子どもが水に接する機会を減らし、水泳や魚釣りなど水にまつわる文化が途絶え

た。あらためて、川を自然体験の場、生命や感性を育む舞台、貴重な”中自然”である
という認識に立ち、再創造すべきである。それは地球環境問題とも直結する認識であ

る。 
 





 10 

河川の環境が悪化すると、具体的に一体どのような不具合となって社会的に跳ね返ってくるのか？

河川の自然をない
がしろにすると人間
の社会生活にどの
ような悪影響がある

のか？

子 なる子供が育たなくなる
自然を体験する場が無くなり、自然から学ぶ様々 な機会
が失われる。危機対応力が低下する。

高 な高 な気温が高くなる気温が高くなる
植生の量、水の量、流れ方等が都市部の気温に影響を与
える。

「河川の自然をないがしろにする」
＝連続性を断ち、コンクリートで
固める、瀬・淵をなくし変動・変化
がなくなる、均質・一様にする・・・
等

くく飲み水が汚くなる飲み水が汚くなる
水が飲めなくなり、海域水質が悪化し、食材に悪影響が出
る。水の浄化コストがかかる

の多 る生物の多様性が低下する
都市部で数少ない自然環境である河川環境は、都市近郊
の貴重な動植物の生息地であり、これらは流域住民の生
活の快適さ、安全性の指標・シグナルである。

わ 絶えるわ 絶える水にまつわる文化が途絶える水にまつわる文化が途絶える
コンクリートで固められ、水との触れ合いのない環境では、
水にまつわる文化が途絶えてしまう。

メ す都市のアメニティが低下する
自然環境が不毛な都市は魅力が失せ、人がそこに暮らそ
うとせず、人口が集積せず、文化や新しい産業が育たな
い。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2  2 )(26) (27) え る か え 下例えばどのような場所があるのか教えて下さい。    

 
88(28)(28)ど いど いどの種なのか教えて下さい。どの種なのか教えて下さい。    

 
9(29)猪 と て 前 で 都 化 は猪名川独自の問題点・課題点として、前述で「都市化が進展しており、下流部では堤

近 住 務 等 立 、 域 に く 住近 住 務 等 立 、 域 に く 住防直近に住宅、事務所等が立地している。また、想定氾濫区域内に多くの住宅地が立地し防直近に住宅、事務所等が立地している。また、想定氾濫区域内に多くの住宅地が立地し

る 記 い 人 こ し べている。」と記載されていますが、人口が集積することは望ましいことと見るべきなので

う 。 ょ かしょうか。それとも課題なのでしょうか。    

 
0(30)下 質 向 ま 水 用 用 て ま が下水道整備により河川水質が向上し、また水道用水の浄化で飲用していますが、具体

ど よ さ 。的にどのような事なのか教えて下さい。    

 
1(31)河 流 ど 程 影 を河川の植生の量、水の量、流れ方等が、都市部の気温にどの程度影響を与えているの

さ 。さ 。か教えて下さい。か教えて下さい。    

 

(30)                   

(31)                   

 

    

(27)         

(26)           

(28)

(29) 
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■自然との共生へ 
・ 上記のような川とのつきあい方の転換の結果として、猪名川を人と川とを含めた自然

の総体として捉え、その「自然との共生」を図っていくことが重要である。 
 
・ 「自然との共生」は、(32)猪名川水系の風土において、万葉の時代から、川からの恵み 

( 2( 2(32)(32)（    (1),(34)共通    ）    

と川からの脅威の間で生き続けてきた先祖たちが創りあげてきた生活、産業、文化

の歴史の産物である。それが、近代化のなかで大きく変貌を促されて、かつての尊

い遺産を忘却してしまったものも多いのではないか。それをあらためて反省し、 祖
先の生き方から学ぶことも重要である。 

 
・ 他方、「自然との共生」は、地球規模で問題になっている環境問題が、排気ガスによ

る大気汚染、工場排水、家庭排水、農薬などによる水質汚染とそれに起因する動植物

の被害、ゴミの不法投棄などによる環境悪化、等々の身近な問題群に直結しているこ

とを住民が認識する必要がある。そして、グローバルな環境問題の解決のために、地

域に密着した（ローカルな）住民の生活様式の変更、あるいは行動規範の是正が重要

な課題となっていることを自覚する必要がある。 
 

・ 自然には、「原生林等の大自然」「人間と自然の力の均衡がとれている里山的な自然」

「都市部の公園のような人間が作り出した自然」といういくつかの捉え方がある。  
それぞれの質の違いを認め、付き合い方を変えていかなければならない。猪名川に求

められているのは、(33) 人間と自然の力が均衡している里山的な自然」と「都市部の

公園のような人間が作り出した自然」のバランス（適正な配置）である。 
( 3(33)    

「 間 い 里 び 都・「人間と自然の力が均衡している里山的な自然」及び、「都市部の公園のような人

が 然 と 、 え う 場 か え間が作り出した自然」とは、例えばどのような場所か教えて下さい。    

山 間 作 出 適 な・里山的な自然と人間が作り出した自然のバランス（適正な配置）とは、ゾーニン

を ー と え 良 え 下 いを ー と え 良 え 下 いグを意味したイメージと考えて良いのか教えて下さい。グを意味したイメージと考えて良いのか教えて下さい。    
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・ (34)猪名川水系の自然環境は、すでに長く人の手によって改変され、慣れ親しまれた自 
( 4(34)    （    (1),(32)共共通    ）    

然であるといえよう。それを“中自然”と呼んでいるが、いわば里山に対する“里

川”であるともいえる。それを大切に育てて行くのが、流域住民の使命の一つと言

える。 
 

・ しかしその反面、自然は予想を超える豪雨や強風あるいは高潮などの、破壊的な側 
面をも備えていることを忘れてはならない。その対策として、行政の手で今まで長い

年月にわたり、治水対策が続けられてきている。しかし、地震のような天災からもわ

かるように、どんなに完全を期した堤防を築いても治水対策には限界があり、不可抗

力の水害が起こりうる場合も想定しておかなければならない。(35)洪水などによる人命

の被害、財産の被害を最小限度に抑える努力をしながら、それでも万一水害が発生し 
( 5(35) め委員会とりまとめ 4-1 て て る 降 に い もにて記述されている｢今後は、いかなる降雨においても、

滅 害 避 先 ち 命 な る な ま壊滅的被害の回避を優先的に考える。すなわち、人命が損なわれることなく、ま

ど 資 の 失 限 少 く る す 。 同た、家屋などの資産の損失は可能な限り少なくすることを目標とする。｣と同様の

理 し う 。理 し う 。意味と理解してよろしいでしょうか。意味と理解してよろしいでしょうか。    

た時には、その影響を凌ぎ、受け流す努力をしなければならないだろう。「自然の破

壊力のダメージを最小化する」努力をつづけなから、同時に自然環境の保全をはかる

という、賢明な人と自然の関係のあり方を模索しなければならない。 
 

＜自然と上手に付き合う＞ 
・ 自然を制御できない以上、(36)軽度の被害は社会全体で対応する方向で、ハードとして

の河川での対応、ソフトとしての地域社会での対応、危機管理や住民の意識の変革な

どを同時に再構築していく必要がある。 
( 6( 6(36)(36) 度 応 る と 、 こ を度 応 る と 、 こ を｢軽度の被害は社会全体で対応する｣とは、どのようなことを考えておられるの｢軽度の被害は社会全体で対応する｣とは、どのようなことを考えておられるの

か えか教えて下さい。    

 
 
     ＜自然へのダメージを最小化する＞ 

・ 自然との共生は従来のように川の水を可能な限り徹底的に人間生活のために利用し

たり、流路を大きく改変したりすることではない。川のもつ本来の自然環境を損なう

ことなく、治水、利水も(37)両立させることが必要である。このことは自然からの災害

を最小化していくことと(37)並行してともに重要である。 
( 7(37) ｣ と 関 に い い次ページの｢人と自然の共生｣の資料との関係について教えて下さい。    
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・ 猪名川が本来もっている育む力を再生させる。これが猪名川部会の立てた目標である。

もっとも、ただちに実現することは困難が多い。３０年以内の短期目標、５０年の中

期目標、そしてゴールを１００～２００年先におく長期目標として設定して行くこと

にする。 

・ 短期目標は、具体的な整備計画につながるだろう。 

 ①本来河川領域であるところに人間が住みついてしまったことへの対応。 

 ②生物多様性の維持、希少生物の保護、絶滅危惧種の保護。 

 ③人と川のつながりの回復。 

 ④水需要に対する(40)ライフスタイルの変更。 

0(40)ラ は の の 教ライフスタイルの変更とはどのようにおこなえばよいのか教えて下さい。    
 

・ 中期目標は、ゴールを実現するために人々が川と関わる(41)ライフスタイルや価値観

を変えていくことにおく。 

1(41)ラ ス 価 を く 、 よ な のライフスタイルや価値観を変えていくとは、どのようにおこなえばよいのか教

下 いえて下さい。    

 

・  (42)ゴールは、十分な河道幅を持ち、上下流に連続性のある多様な生物を育む、親し

みのある、歴史・文化を継承できる川を次の世代に伝える。明日の暮らし（生活）を

守る豊かな猪名川をめざすことにある。 

2(42)    
０ ～ 「 分 な て ま が・１００～２００年後のゴールが「十分な河道幅を持ち…」となっていますが、十

な 道 度 川分な河道幅とは具体的にどの程度の川幅なのでしょうか。    

期 標 い も 備 具 的 実・短期目標（２０～３０年）においても、それらを見据えた整備を具体的に実施し

い べい べていくべきでしょうか。ていくべきでしょうか。    
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・ 育む力のある川とは以下のようなキーワードがあげられる 

  入りたい川・人とふれあいのある川 
(43)川からの発信がある 

  川が田やため池とつながっている 
(43)川から町づくりを変える 

  自然の森を水源として持っている 

  川の恐ろしさを知り、川とつきあう知恵を持つことができる川 

  「里川」 
(43)生きがいを育てる川。 

  魚・鳥・虫が行き来するコリドー 

  水が飲める川・触れ合える川 

  そこの魚が食べられる川 

  源流から海までつながり、海が川を通じて山とつながる 
(43)いきいきとした川 

  十分な河道幅を持ち、水が自由に流れることのできる川 

  蛇行し、瀬や淵のある変化に富んだ川 

3  3  (43) (43) で「 かで「 か河川整備計画を作成する上で「川からの発信がある。」河川整備計画を作成する上で「川からの発信がある。」,, 川 ら川 ら「川から町づくりを変「川から町づくりを変

。える。」,「「生きがいを育てる川。」, い つ て の う「いきいきとした川」等についてどのようなイ

ジ の ヒ て さメージなのかヒントがあれば教えて下さい。    

 

・ 将来の人口減少は、このようなゴールの設定をある程度まで可能にしている。 
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３．整備の方向性 

 

３－１ 総合的対応 

・ これまで行政は、治水、利水、利用、環境、歴史、文化、教育などを、それそれの担

当部局に委任し、相互の交渉、連携、共同の施策を打ちだすことなく、その担当部分

の施策の実現のみを追求してきた。その方式は個々の施策の実現には効率がよかった

けれども、ともすればセクショナリズムの悪弊を招き、無駄を生み、他面では重大な

問題点への対応を欠落させかねなかった。従来、環境についての配慮が比較的弱かっ

たことなどは、そのためといえよう。望ましいのは、これらの猪名川についてのあら

ゆる側面を総合的に認識し、その対応を進めることである。 

・ また、行政は施設整備あるいはその管理にとどまらず、住民とともに学びお互いに意

識向上をはかり、生活様式の転換、水行政の仕組み、その法制度までを含めた対応が

必要である。 

・ 河川行政はこれまで河川自体の諸懸案に対応してきたが、さらに流域住民、その社

会・文化なども含めた対応が必要である。 

・ また、総合的対応を可能にする技術の開発。（たとえば洪水を防ぎ、かつ(45)広義の生

産力が増加する工法）も求められる。 

55(45)(45)    生 力 は や メ広義の生産力とは、｢自然体験やアメニティ（113 と っページ）｣といった精神的文化

産 等 ま が て さ 。の生産力等も含むと記述されていますが、そのイメージを教えて下さい。    

 

・ このような総合的対応を行うには、今後３０年だけでなく、５０年後、１００年後を

見通した段階的対応が必要である。 

・ 当事者である河川管理者だけではなく、農林業、漁業、都市産業等に関係する省庁･

部局と協働した対応が必要になる。 

・ 他方、住民や事業者が行えるメニューを作成して、対応できることもある。 

・ 環境の評価指標の作成と、過去の事業（多自然型工法等）の検証など、新たな評価シ

ステムを構築することが望ましい。 

・ 可能な範囲で農地や林地の保全による流域全体としての洪水調節機能や(46)ふる里と

しての景観を維持強化することが望ましい。 

6(46)    と 景 持強 こと き 備 よふる里としての景観を維持強化することのできる河川整備とはどのようなも

の 教のなのか教えて下さい。    
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３－２ 災害への対応と防災意識の向上 

（１）基本的な考え方 
(47)＜問題認識＞ 

・ 上流部に狭窄部（銀橋周辺）を抱えており、多田地区等では、過去に水害（昭和 28 年、

昭和 42 年等）が起きている。しかしながら、この地点を開削すると、下流でより広範な

水害を起こす危険性がある。 

・ 流域は急速に都市化が進行しており、堤防直近や低平地にまで家が建ち並ぶ状況が認めら

れるなど、水害に対しては脆弱な地域である。最下流部には海抜０メートル地帯をかかえ

ている。 

・  他方で流域は農村社会の伝統である共同労働の慣習を急激に失いつつあり、個人主義化

が進んでいるので、従来の水防組織による水害への対応が難しくなっている。 

4(47)    近 市 よ 川 水 水 が て 猪近年都市域で集中豪雨による支川や内水河川で浸水被害が生じています。猪名川

お 年 月 大 国 を け 問においても平成６年９月に大阪国際空港周辺が浸水被害を受けており、問 点 し題点として考

て かえて良いでしょうか。    

 

  ＜対応の考え方＞ 

・ 猪名川流域が水害に対して危険であることを住民に周知し、防災意識の醸成をはかる。 

・ 目標となる洪水流量に対して無害とすることから壊滅的な被害を防ぐこと（人命の損失・

家屋の流出）へ転換し、氾濫、浸水を前提とした減災対策を行う。 

 

（２）対応方向 

・ 行政は住民に対し洪水などの危険性についての情報提供と十分な説明を行い、流域の住

民・事業者ができる対応を啓発する。 

・ 堤防の強化（(48)下流部未整備区間の整備、既存整備地区の破堤回避策の実施等）を行う。 
4(48)    （    4),(15(14),(15)共通    ）    

 

・  (49)流域での保水力の維持・増大の努力を働きかける。 
4(49)    具 に 防 節 置 地 保 を し具体的には開発者による防災調節の設置や、遊水地域の保持等をイメージしてい

す そ 以 に の 水 留 策 っ 考 方 良ますが、それ以外に流域でできる限りの雨水貯留対策を講じるといった考え方で良いで

ょしょうか。    

 

・ 浸水対策の実施（遊水池の整備検討、浸水頻度の減少施策等） 

・ 具体的な避難を想定したハザードマップの作成・活用の検討（臨場感ある浸水状況の表現、

夜間の避難方法の提示、高齢者の避難誘導等の提示） 
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・ (50)新しい防災組織の育成（自治体レベルでの対応、街づくりＮＰＯなどによる新しい担

い手の育成） 

5(50) と 住 分 に え ば い う 。既存の水防団との住み分けをどのように考えれば良いのでしょうか。    

 

・ 狭窄部については原則として開削は行わず、狭窄部上流の浸水対策を行うことが望ましい

が、開削を行う場合と行わない場合において複数の選択肢を想定し、下流部の洪水時の被

害状況や整備コストの比較を行うべきである。 

 

（３）留意事項 

・ 浸水氾濫の(51)減殺対策の推進にあたっては地域の住民、自治体の理解と協力を得ること

を前提とする。 

5(51) 推 」 同 い し う 。「減災対策の推進」と同義と考えて良いでしょうか。    

 

・ 危険地域の指定、土地利用規制や移転促進策を可能にするような法制度の整備等の検討と

働きかけが必要である。 

・ 「地震」「津波」「高潮」等への対応策の検討を進めておく必要がある。 

 

（４）対応主体 

・ 行政、および流域の住民・事業者の協働による。 
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３－３ 自然環境の保全・復元とそれに連携した河川敷利用 

（１）基本的な考え方 

＜問題認識＞ 

・ 猪名川の自然は、周辺の市街化が進んだこの地域の唯一の自然（中自然）となっている。 

・ 高水敷への利用ニーズは高く、グランド・公園などに使用され、年間 170 万人が河川空間

を利用している。土地の確保が困難な周辺市町では、河川を都市空間の一部としての認識

が強く、自然の空間、生産の場として見なしてこなかった。 

・ 治水を優先してきた河川整備は、直線化した川をつくり、堤防の嵩上げによる周辺地域と

の連続性の欠如を招いている。また、直轄区間(約 12km)の間に８つの堰が存在し、その

うち、魚道が設置されているのが１カ所であるなど、縦断方向にも連続性が欠如しており、

魚類をはじめとした水生生物の移動を阻害している。 

・ 周辺からの工業排水・生活排水などにより水質の汚濁が進んだ。BOD などの指標は昭和 50

年以降は大幅に改善されたが近年は横這いであり、これらの指標については近畿地区の１

級河川の中では大和川に次いで悪い。 

 

  ＜対応の考え方＞ 

・ 基本的には、(52)これ以上猪名川の自然を開発しないことを原則とし、自然の営力による

多様な生息場所の回復を目指す。 

5(52)    流 の と れ の流域のことを指しておられるのでしょうか。    

 

・ 猪名川の自然は既に人間が改変してきた自然であり、そのことを前提として(53)一定の管

理を行っていく。場所によっては、自然の営力の回復を手助けするような再創造に向けて

の措置を講じることも考える。 

5(53)    一 管一定の管理とは 手 え と か た 理 なある程度手を加えることでしょうか。また、管理の具体的な方法

つ さ 。について教えて下さい。    
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（２）対応方向 

・ 行政も流域の住民・事業者ができる対応を啓発する。 

・ (54)当面はゾーニング等により都市的利用と自然的利用のバランスを図り、都市的利用で

ある運動公園などについては堤内地へ戻す。 

5(54)        
都 然 利 と ど か・都市的利用、自然的利用とはどのようなものでしょうか。    

的 用 何 あ の し・都市的利用とは運動公園の他には何かあるのでしょうか。    

園 につ は ン 面 よ 続園 につ は ン 面 よ 続・運動公園などについてはバランスを図って当面はゾーンニング等により存続させる・運動公園などについてはバランスを図って当面はゾーンニング等により存続させる

的 は うが、将来的には堤内地に戻すという とことでよいのでしょうか。    

・ 等 よ 都 的 然 利 の ラ は の う も・ゾーニング等による都市的利用と自然的利用のバランスを図るとはどのようなものか

教 て教えて下さい。    

運 公 占 は め い 。運 公 占 は め い 。・運動公園の新規占用は認めないということでしょうか。・運動公園の新規占用は認めないということでしょうか。    

て 川 の 動 っ と 内 に す・住民要望として河川内の運動公園存続の要望が多かったとしても、堤内地に戻すとい

う と い で ょ かうことでよろしいのでしょうか。    

 

・ 魚類をはじめとした水生動物が海から上流まで遡上・流下できるよう改善策を検討する。

また、連続性を阻害する不必要な工作物は、現在あるものについても、その必要性 

を再検討し、場合によっては撤去する。また、今後とも工作物は極力作らない方法を検討

する。 

・ 河川と用水路、水田等で生き物の行き来ができるような方策を検討する。 

・ 洪水時などに自然の攪乱により、瀬・淵・中州・寄せ洲・一時的水域がおのずと再生 

する、(55)大きな仕掛けである河川構造を検討し、可能な地点から実施する。 
5(55) 掛 で ょ ば 水 、高 り げ 傾 化どのような仕掛けでしょうか。例えば、中水敷、高水敷の切り下げ、緩傾斜化によ

、 乱 を 生 る ょ か、 乱 を 生 る ょ かり、攪乱頻度、攪乱域を再生するというようなことでしょうか。り、攪乱頻度、攪乱域を再生するというようなことでしょうか。    

 

・ 河川の生産力の向上が図れるよう、生物のことも考慮し水質の改善を図る。また、自然な

素材を用いた浄化（炭等）の実施も検討する。 

・  (56)外来種動植物の検討を行い有効な手段を実施する。 
55(56)(56)    外 種 つ な 討 て さ外 種 つ な 討 て さ外来種についてどのような検討をすれば良いのか教えて下さい。外来種についてどのような検討をすれば良いのか教えて下さい。    
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（３）留意事項 

・ ゾーニング等に当たっては関連する自治体やユーザーとの意見の調整を図る。 

・ これまで行われてきた多自然型工法が環境に対して有効だったかどうかの評価を行い、計

画に反映させる。 

 

（４）対応主体 

・ 行政、および流域の住民・事業者の協働による。 
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３－４ 水利用のあり方の転換と生活様式の改変 

（１）基本的な考え方 

＜問題認識＞ 

・ 猪名川は流量が少なく、扇状地であるため水が浸透しやすい地形となっているなど用水確

保が難しい。 

・ 上流部（川西市、豊能町、池田市、猪名川町）は水道水を猪名川（一庫ダム）に 70%以上

を依存しているが、下流部（箕面市、尼崎市、豊中市、伊丹市、能勢町、宝塚市等）は猪

名川への水道水の依存度は 30%未満と低く、多くを(57)琵琶湖・淀川に依存している。 
5(57) 川 武 川 良 で ょ か「琵琶湖・淀川・武庫川」と認識して良いでしょうか。    

 

・ 一庫ダム完成後(昭和 59 年以降)も３度、延べ 307 日間に渡る取水制限を行っているが、

流域住民の大半は断水などの大規模な渇水被害を受けておらず、水不足に対する危機意識

が希薄になってきている。 

・ 現在の水需要予測はユーザーのニーズを積み上げる形式の予測となっており、節水行動や

節水技術の要因は明示的に取り入れられていない。 

 

＜対応の考え方＞ 

・ 水は有限であることを認識し、(58)不必要な水の消費を押さえるような方策を考える。 
5(58)    不 要 水 る う で ょ不必要な水の消費を抑えるような方策とは節水のことでしょうか。        

 

・ 少雨傾向や降雨量の変動を考慮し、水の供給力の安定化を図るとともに、渇水時のリスク

マネジメントを検討する。 

・ 危機意識の醸成し、過大な投資を避けるため、今後の水需要に無制限に対応するのではな

く、例えば、(59)ある頻度（生涯に数回）の渇水を社会全体で経験することも想定する。 
5  5  (59) (59) 来 水 す な お せ こ 言来 水 す な お せ こ 言従来の渇水に対する計画は被害ゼロの計画とはなっておりません。ここで言う渇従来の渇水に対する計画は被害ゼロの計画とはなっておりません。ここで言う渇

と な の 考 れ水とは、どのようなものを考えれば良いのでしょうか。    
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（２）対応方向 
・ 行政も流域の住民・事業者ができる対応を啓発する。 

・ (60)水の消費量を押さえる生活様式への誘導（節水目標の設定、節水を考慮した水需要予

測とそれをもとにした対応等） 

  ( 0  (60)     
・ 水 観 で い し・節水の限界点をどのような観点でとらえていけば良いでしょうか。    

・ 期・短期 に け 式 誘 う も 科 的，中期，長期における生活様式の誘導とはどのようなもので、それを科学的合理

も 説 に し 水 に い えも 説 に し 水 に い え性をもって説明できるように評価して､水需要に反映させる方法について教えて下さ性をもって説明できるように評価して､水需要に反映させる方法について教えて下さ

。い。    

・ 需 妥 性 の 証 行 節 技 生 様・水需要予測方式の妥当性、整合性の検証を行うには、節水技術の実用性、生活様式の

換 め 必 、 十 単 レ ル 要 考転換状況等を見極める必要があり、数十年単位の時間レベルでの検証が必要と考えま

。 整 計 と 時 に え か。 整 計 と 時 に え かす。今回策定する整備計画との時間的整合性はどのように考えれば良いでしょうか。す。今回策定する整備計画との時間的整合性はどのように考えれば良いでしょうか。    

 

・ 循環型の水利用の実現（雨水利用等） 

・ 異常渇水時のリスクマネジメントの検討（家庭内貯留、渇水時の病院等への一定量の給水

の確保等） 

 

（３）留意事項 

・ (61)一定頻度の渇水を許容することに対する水準の検討、合意形成のあり方の検討。 
(61)    き 渇 の の 度 さ 水 つ住民が許容できる渇水の頻度、渇水の程度（規模、厳しさ）の水準の取り方につい

管 者 に 定 で な と り 合ては、河川管理者が一方的に決定していく内容ではなく、ご指摘のとおり住民との合意

て っ 実 し 認 し 河 管 い形成を図っていって初めて実現していくものと認識しております。河川管理者において

と 調 な ら い 必 識 て がも事業者等との調整も図りながら検討を進めていく必要があると認識しておりますが、

て く て ど に っ の う 意て く て ど に っ の う 意検討を進めて行くに当たって、どのような観点に立って、また、どのような点に注意し検討を進めて行くに当たって、どのような観点に立って、また、どのような点に注意し

ていく必要が る か 具 え 下 いがあるのか、具体的に教えて下さい。    

 

（４）対応主体 
・ 流域住民・事業者と行政の協働による。 
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３－５ 推進の枠組みの変更 

 

・ 線（川）から面（流域全体での対応）へ：総合治水対策、流域での対応の強化（汚濁対策、

遊水池の検討等） 

・ 縦割りから横断的連携、統合へ（水田等と川との連続性を確保するため農水省などとの連

携等）。 

・ (62)既存システムの変更・更新に伴う利害調整の仕組み 
6(62)「 テ 」 つ て ー を え 下既存システム」について具体的なイメージを教えて下さい。    

 

・ 住民の多様な参画。 

・ 川とかかわり、川の管理を行う主体の検討：川のことを住民に伝えることのできる(63)イ

ンタープリターの育成。その拠点となる流域センターの設置検討。 

6(63) タ の 務 「 員 中インタープリターの任務は「委員会中間とりまとめ 6-22(2) あ 河 レ」にある河川レンジャー

同 識 て い しと同様の考えと認識して良いでしょうか。    

 

・ 費用対効果を考慮し、目標とする将来像に沿って、どれを優先すべきかを治水・利水・環

境の専門家のみならず、(64)流域住民とともに検討する体制が必要である。 
66(64)(64)    流 住 と 体 と ょ か流域住民と共に検討する体制とはどのようなものでしょうか。        

 
 


